
 

航空自衛隊仕様書 

仕様書の 

種 類 

内容による分類 役務仕様書 

性質による分類 個別仕様書 

物品番号  仕様書番号 

件 名 し尿汲取り 

防北基ＬＰＳ－Ｘ００００１ 

承認 令和 ６年 １月２３日 

作成 令和 ６年 １月１９日 

改正 

令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作成部 

隊等名 

第１２飛行教育団 

（基地業務群管理隊） 

１ 適用範囲 

  この仕様書は，航空自衛隊防府北基地で実施するし尿槽のし尿の汲取り（以下「役

務」という。）について規定する。 

２ 履行場所 

  航空自衛隊防府北基地 

３ 履行期間 

  令和６年 月 日～令和７年３月３１日 

４ 一般事項 

（１）本役務は、本仕様書及び別図によるほか、「防府市廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例（平成８年１２月２４日条例第２７号）」その他関係法規を適用し、実施す

るものとする。 

（２）請負者は、役務関係者以外に図面等を貸出し、複製及び閲覧させてはならない。

また、役務完了後は、図面等を返却するものとする。 

（３）請負者は、基地内で役務を行う場合、基地等への立入り及び基地内での行動は基

地の規則に従い、指定場所以外に許可なく立入りしてはならない。 

（４）本役務に必要な書類は、監督官の指示した期日までに提出し、監督官の承諾を受

けるものとする。 

（５）役務に係わる作業において、事故防止のための万全な処置を講ずるものとする。 

（６）本役務に際し、建物その他器物を破損及び汚損した場合は、その一切を請負者負

担において原形に復旧するものとする。 

（７）役務写真の撮影は、作業前、作業中及び作業完了後とし、撮影箇所は、監督官の

指示する場所、作業後隠ぺいとなる場所及び使用材料等とする。また、役務写真は

カラーとし、アルバムに整理して、データＣＤ－Ｒ等と共に提出するものとする。 

 



（８）役務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報流出防止について万全を

期するものとする。 

（９）本仕様書に明記されていない事項が発生した場合、又は疑義が生じた場合は、監

督官と協議し、その指示に従うものとする。 

５ 特記事項 

（１）汲取り場所（別図のとおり。） 

＃６（し尿槽） 

（２）汲取り回数 

毎月２回を基準とする。 

（３）汲取り見込み量（基準） 

項目 規格 予定数量 単位 

し尿 ＃６ し尿槽 96,000 （Ｌ） 

（４）請負者は役務完了後、計量伝票の写しを監督官に提出するものとする。 

（５）役務は、書類提出をもって完了とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図 

汲取り場所 

 

役務関係者以外不許複製  

 

 

役務実施場所（＃６） 

正門 


